
トプコンビジネスパートナー行動基準



TOPCON WAY

– 経営理念 –

トプコンは「医・食・住」に関する社会的課題を解決し、豊かな社会づくりに貢献します。

– 経営方針 –

トプコンは先端技術にこだわり、モノづくりを通じ、新たな価値を提供し続けます。

トプコンは多様性を尊重し、グローバルカンパニーとして行動します。

トプコンはコンプライアンスを最優先し、
全てのステークホルダーから信頼される存在であり続けます。

TOPCON WAY
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株式会社トプコンおよびその関係会社（以下「トプコングループ」といいます。）は、

国境や会社の枠を超えたトプコングループの最上位の価値観を示した「TOPCON 

WAY」において、「医・食・住」に関する社会的課題を解決し、豊かな社会づくり

に貢献することを経営理念として掲げるとともに、高い倫理観をもって誠実に事業

を遂行し、全てのステークホルダーから信頼される存在であり続けると宣言してい

ます。

トプコングループは、TOPCON WAY の方向性と合致している国連グローバルコ

ンパクトに賛同し支持表明を行っており、また、2015 年に国連サミットで採択さ

れた SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けて、重点課題に対する取組を進

めておりますが、この活動をより効果的なものとするためには、サプライヤー、ベ

ンダー、販売店、代理店、業務委託先、コンサルタントその他トプコングループと

取引を行うすべての企業・団体・事業者の皆様（以下「ビジネスパートナー」とい

います。）のご支援、ご協力が欠かせません。

そこで、トプコングループは、ビジネスパートナーの皆様に実践していただきたい

事項を明文化した、「ビジネスパートナー行動基準」（以下「本行動基準」といいます。）

を制定しました。ビジネスパートナーの皆様には、本行動基準の趣旨をご理解のう

え遵守いただきますようお願いいたします。

2022 年 4 月 1 日

株式会社トプコン

はじめに

はじめに
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トプコングループは、すべての労働者が、尊厳と敬意をもって、人道的に、また公平かつ平等に処遇されるべきだと考
えています。トプコングループはビジネスパートナーに対し、労働・雇用に関する現地法令、国際基準、国連の世界人
権宣言および国際労働機関の中核となる条約等に従って、社員を公平かつ平等に扱うこと、そして次の事項を遵守す
ることを求めます。

1.1	 児童労働		
● 15歳未満の者（ただし「就業が認められるための最低年齢に関する条約」に基づいて許容されている国に

おいては14歳未満の者）、現地の法令で定められている最低雇用年齢に達していない者、または義務教育
終了年齢に達していない者を就業させない。

● 18歳未満の若年者を、健康、安全、または道徳を損なう可能性のある仕事に従事させない。

1.2 強制労働 
● 奴隷労働、強制労働、人身取引、性的搾取、その他の非自発的な労働力を使用しない。
● 社員のパスポート、労働許可証などの身分証明書や出入国関連書類を保持、破損、隠匿もしくは没収し、 

または本人によるそれらの書類の利用を制限するなどの行為を行わない。

1.3 ハラスメント
● 社員の多様性を尊重し、全ての個人が尊重され、ハラスメント、性的虐待、体罰、精神的・身体的強要、暴

言、およびそのおそれのない職場環境の維持に努める。
● 人種、肌の色、宗教、性別、性的指向、性自認、国籍、民族、社会的出自、文化的背景、年齢、障がい、兵役

経験、政治的信条、婚姻・妊娠状況などを理由とする、違法または不当な差別を禁止する。
● 雇用やビジネスにおける機会均等を図る。
● コンプライアンス違反等の懸念事項を誠実に報告した社員に対する報復を禁止する。

1.4 労働時間・賃金
● 社員の労働時間が、適用法令で定められた正規の労働時間および残業時間の制限を超えないようにする

とともに、社員に対し、適用法令に従い休憩時間、休日および有給休暇を与える。
● 社員に対して、適用法令に準拠した賃金と手当（通常賃金と超過勤務賃金を含む）を支払う。

1.5 結社の自由と団体交渉の尊重
● 結社の自由、労働組合への加入・不加入、および団体交渉を行う権利など、適用法令で保護されている社

員の権利を尊重する。

1. 労働・人権

労働・人権第 1章
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● 安全で衛生的な職場環境を整備する。
● 安全な作業方法に関する、必要かつ十分な教育、訓練を実施する。
● 健康および安全に関する、すべての法律、規則および方針に精通し、これらを遵守する。
● 危険な状況を回避し、事故発生の可能性を最小限にするための措置をとる。
● 常に社員の安全と心身の健康を最優先し、パンデミックや災害が起きた場合に備える。

● 環境に関する適用法令を遵守する。
● 商品企画・開発、物品の調達、製造、供給、物品の輸送、保管、サービスの提供、その他事業プロセスのあ

らゆる場面において、地球環境に配慮した事業活動を行い、持続可能な社会の実現に貢献する。
● 環境保護と天然資源の保全を推進し、事業が環境に与える影響を最小限に抑える。
●  適用法令に基づいて要求されるすべての許認可・ライセンスを取得、維持するとともに、必要な登録、報告等

を行う。
●  規制化学物質の削減、廃棄物の削減・再資源化、省エネルギー等の地球環境保全活動に積極的に取り

組む。

2. 安全衛星 ／ 3. 環境

社員の能力を最大限に発揮させ、職場における事故を避けるためには、安全衛生の確保が重要です。ビジネスパート
ナーは、次に記載するような安全衛生対策を講じる必要があります。

トプコングループは、環境問題への取り組みを経営の重要課題のひとつとして位置づけており、再生可能エネルギー
電力の使用率向上や温室効果ガス排出量の削減に努めていきます。また、これらの活動に加え、ライフサイクルを考
慮した環境調和型製品の提供を通じて、社会全体の環境負荷低減に貢献していくことで、持続可能な社会の実現を
目指しています。この目的を達成するため、トプコングループはビジネスパートナーにも、環境に配慮した形での事業
の遂行をお願いするとともに、特に次の事項の遵守を求めます。

安全衛生第 2章

環 境第 3章
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4.1 腐敗防止
贈収賄等の腐敗行為は、社会の持続的な発展や法の支配を危うくする要因として国際的な問題となってお
り、各国・各地域が贈収賄を規制する法律を定めています。トプコングループは、公正、透明、自由な競争お
よび適切な取引を行い、いかなる方法であれ、贈賄、汚職、恐喝、賄賂および横領を禁止し、容認しない方針
を採っています。ビジネスパートナーは、腐敗行為防止に関する適用法令はもちろんのこと、以下の事項を
遵守しなければなりません。

4.2 利益相反
ビジネスパートナーは、個人的な利益とトプコングループの利益が相反するまたは相反するおそれのある状
況を回避しなければなりません。ビジネスパートナーは、トプコングループの意思決定またはトプコングルー
プとの取引の獲得、維持に影響を及ぼすことを目的として、または合理的な範囲を超えて、トプコングループ
の役員、社員またはその家族に贈答や接待を行ってはなりません。

4.3 マネーロンダリングの防止
マネーロンダリングは、犯罪組織を維持・強化し、組織的な犯罪やテロリズムを助長するなど、社会の安全
と平穏を脅かすことにつながる重大な犯罪行為であり、直接的にまたは間接的にも、マネーロンダリングに
関与することのないよう注意する必要があります。ビジネスパートナーは、マネーロンダリングやテロ対策に
関わる適用法令を遵守し、合法的な事業活動を行う信頼できる取引先と取引を行ってください。

● 法令または健全な商慣習に反する不適正な利益や賄賂を提供、または受領しないこと
● 賄賂やキックバック等の不適切な支払、その他客観的で公正なビジネス上の意思決定に影響を与える、ま

たはそのおそれがある贈答や接待、その他の価値あるものの提供を行わないこと
● 政府関係者、公務員等、またはその家族に対し、不当な便益を目的として贈答、融資、接待、その他の価値

あるものを提供しないこと。また、これらを提供する約束をしないこと

4. 公正な事業活動

適用法令や業界ルールを遵守し、倫理的で誠実な事業活動を行うことは、社会からの信頼を得るための重要な要素
です。トプコングループはコンプライアンスを最優先し、すべてのステークホルダーから信頼される存在であり続ける
ことを宣言しています。本章では、ビジネスパートナーが遵守すべきコンプライアンス事項のうち、特に重要なものを
記載しております。

公正な事業活動第 4章
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4.4 競争法
競争法は、市場経済の健全な発展を目的として、自由かつ公正な競争を促進するために事業者が遵守すべ
きルールを定めたもので、世界各国、地域で導入されている重要な経済法です。ビジネスパートナーは、各
国、各地域の競争法を遵守しなければなりません。ビジネスパートナーは、書面か口頭かを問わず、入札に
関する事項や市場での競争に影響が生じるおそれがある事項（価格・数量・テリトリー等）について、競合
他社との間で情報交換や取り決めを行ってはなりません。

4.5 輸出管理
国際的な平和と安全の維持・向上を目的として、世界各国は輸出管理に関する適用法令を整備しています。
これらの法令は、国境を越えた物品、サービス、技術、データ（以下「輸出品等」といいます）の取引を管
理、規制しており、平和や安全を脅かしている国、個人および組織に対して禁輸措置を科しています。ビジネ
スパートナーは上記の法令を遵守し、必要な措置を講じることを確約しなければなりません。
ビジネスパートナーは、輸出品等の受領者（取引先、エンドユーザー等）が、適用法令に基づいて作成され
た制裁対象者リストに含まれていないことを確認するとともに、適用法令で規制される輸出品等を輸出する
場合には、適切な輸出手続を行わなければなりません。

4.6 インサイダー取引の防止
ビジネスパートナーは、トプコングループとの取引の過程で、トプコングループまたは他社の重要な非公開
情報を入手する可能性があります。かかる非公開情報に基づいてトプコングループまたは他社の株式その他
の金融関連商品を直接的にまたは間接的に売買することは、インサイダー取引として法律上禁止されていま
す。ビジネスパートナーは、自らの役員および社員等、ならびにトプコングループとの取引に関与する自己の
取引先とその役員および社員等に対しても、インサイダー取引規制に関する適用法令を遵守させ、このよう
な違法な売買取引を行わないよう、周知徹底してください。

4.7 適正会計
ビジネスパートナーは、一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠しなければなりません。財務諸
表、ならびに財務状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に関する記録は、完全かつ正確でなければ
なりません。また、これらの記録は、読みやすく明快であり、実際の取引と支払が反映されたものでなければ
なりません。

4.8 紛争鉱物
政情不安で紛争が絶えず、武力勢力が現地の一般市民を虐殺、拉致、暴行、奴隷化する等の非人道的な行
為を行っている、いわゆる紛争地域から産出されるスズ、タングステン、タンタル、金などの鉱物（紛争鉱
物）は、武装集団の資金源となっており、国際的な問題となっています。このような紛争鉱物および紛争鉱
物を使用した物品を違法に調達、利用することがないよう適切な措置を講じてください。

4.9 品質保証
トプコングループは、顧客視点に立って、開発・製造から販売・アフターサービスに至るすべての段階で品質
向上に最善を尽くし、より信頼される商品やサービスを提供する努力を続けることで、企業としての責務を
果たしていきたいと考えております。トプコングループが高品質で安全な製品とサービスを提供するために
は、ビジネスパートナーの協力が欠かせません。ビジネスパートナーは、製品・サービスが、事業活動を行う
すべての国・地域の適用法令が定める品質と安全基準を満たすことを保証し、トプコングループとの契約に
定められた基準に従い品質管理システムを構築してください。

4. 公正な事業活動

7トプコン ビジネスパートナー行動基準



5. 資産

5.1 秘密情報
ビジネスパートナーは、トプコングループおよびその取引先の秘密情報を適切に取り扱ってください。これら
の秘密情報は、トプコングループとの取引のためにのみ使用するものとし、トプコングループの許可を得ずに
他者に開示しないでください。また、他者の秘密情報をトプコングループに開示したり、トプコングループと
の取引のために利用しようとする場合には、事前に当該他者から承諾を得てください。

5.2 知的財産
特許、実用新案、意匠、商標、著作、営業秘密等の知的財産は資産の中で最も価値のあるもののひとつで
す。ビジネスパートナーは、トプコングループとの取引に関連して開示され、または知得したトプコングループ
または他者の知的財産を、以下のとおり取り扱ってください。

5.3 個人情報
近年、世界各国、各地域で個人情報保護法制の導入・強化が進んでおり、個人情報の取得、利用、保存、提
供、削除、廃棄等について厳格なルールが定められています。ビジネスパートナーは、トプコングループとの
取引に関連して個人情報を取り扱う場合には、適用法令等を遵守し、適切な方法で行ってください。

● 許諾条件に従って知的財産を使用する。
● 知的財産を不正入手、不正使用しない。また、それらの行為に関与しない。
● 他者がトプコングループの知的財産を不正使用していることに気づいたときは、

速やかにトプコングループに通知する。

トプコングループは、ビジネスパートナーと取引をするにあたり、トプコングループまたは取引先の有形または無形の
資産をビジネスパートナーに開示する場合があります。このような資産はトプコングループの指定する条件および方
法に従って次のように使用してください。特に秘密情報等の目に見えない資産や個人情報に関しては、次のような取
り扱いをお願いします。

資 産第 5章
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6. 社会との共生 ／ 7. 監査・報告

行動基準の改定について
本行動基準は、時流の変化に応じ、改定される場合があります。最新版は、トプコンのホームページでご覧いただくことができます。

● 地域社会の一員として、地域社会の発展・向上に貢献する。
● 国連の持続可能な開発目標（SDGs）を反映した取り組みおよび活動を推進する。
● 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力およびこれに関連する団体とは断固として対決し、 

一切の関係をもたない。

トプコングループは、社会の一員として、地域社会や国際社会が抱えている課題を把握し、事業活動を通してその解
決に貢献する責任があると考えており、持続可能な社会の実現に向けた努力を続けています。トプコングループは、ビ
ジネスパートナーが、次のような活動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献することを期待しています。

トプコングループは、本行動基準の遵守を確認するために、事前の通知の有無にかかわらず、ビジネスパートナーの
施設を監査することがあります。ビジネスパートナーは、本行動基準の遵守を証明するために必要なすべての文書を
保持し、トプコングループの要求に応じてそれらを提供するなど、トプコングループが実施する監査について協力する
ことが求められます。本行動基準に定めるいずれかの事項について違反が発見された場合は、速やかに改善・是正し
ていただく必要があります。重大な違反が発見された場合、または合理的な期間内に改善・是正されていないとトプ
コングループが判断する場合には、取引関係を解消することがあります。

社会との共生第 6章

監査・報告第 7章
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https://www.topcon.co.jp/


